
一般社団法人香川県総合建設センター 

 





木造住宅 木造建築物 

  長寿命型 

長期優良住宅 

   
 優良建築物 
認定低炭素 
    建築物等 
一定の良質な 
     建築物 



長寿命型 100万円/一戸 

認定低炭素住宅 
性能向上計画認定住宅 

100万円/一戸 

ゼロ・エネルギー住宅 165万円/一戸 ※ 

優良建築物型 1万円/1㎡あたり 

地域材加算 上限20万円/1戸 

三世代加算 上限30万円/1戸 

※平成27.28年度の2年間の地域型住宅グリーン化事業のセロ・エネルギー 
  住宅の補助活用実績が4戸以上の場合は一戸当たり150万 



要件 

グループ毎の地域型住宅の共通ルールを 
満たした新築住宅 

長期優良住宅建築等計画の認定を受けたもの 

住宅省エネルギー技術者講習会を受講修了者 

長期優良住宅認定申請後かつ採択通知発出日以降に
着工 （根切り工事又は基礎杭うち工事の着手） 

平成29年度内に事業に着手*、交付申請 
 ・請負 ・・・ 契約書を締結  ・売買 ・・・ 着工 

一戸あたりの  
 補助額 

上限100万 （地域材加算20万 三世代加算 30万） 

                         ＊割当の範囲内 

一工務店あたりの  
   上限戸数 

7戸 （三世代同居加算適用の場合は10戸） 

審査前に 
事前の申請が 
必要です 

Ｈ29年 
 8月29日 

未経験工務  
店も同じ 

H30.9月末までに 
完成、実績報告を 
提出して下さい 

Ｈ30年 
 3月31日 



要件 

グループ毎の地域型住宅の共通ルールを満たした 
新築住宅 

下記の①〜③までの認定又は評価等を受けたもの 

 ①低炭素建築物新築等計画の認定 
 ②建築物省エネルギー性能表示制度 
   (BELS)の認証 
 ③建築環境総合性能評価 
   （CASBEE)の認証 

性能向上計画認定申請後かつ採択通知発出日以降
に着工 （根切り工事又は基礎杭うち工事の着手） 

平成29年度内に事業に着手*、交付申請 
 ・請負 ・・・ 契約書を締結  ・売買 ・・・ 着工 

補助対象床面積の
上限及び補助額 

上限1,000万円 （1,000㎡）  

   床面積1㎡あたり1万円 
                            

審査前に 
事前の申請が 
必要です 

Ｈ30年 
 8月29日 

H30.9月末までに 
完成、実績報告を 
提出して下さい 

Ｈ30年 
 3月31日 



要件 

グループ毎の地域型住宅の共通ルールを満たし、 
グループが定める削減率、外皮性能をクリアした 
ゼロ・エネルギー住宅 

住宅版ＢＥＬＳの認証を受けたもの 

住宅省エネルギー技術者講習会を受講修了者 

交付申請書類受領後の着工許可連絡後に着工 
（根切り工事又は基礎杭うち工事の着手） 

平成29年度内に事業に着手*、交付申請 
 ・請負 ・・・ 契約書を締結  ・売買 ・・・ 着工  

一戸あたりの  
 補助額 

上限165万 （地域材加算20万 三世代加算 30万) 
            ＊割当の範囲内 

一工務店あたりの  
   上限戸数 

2戸 （三世代同居加算適用 
      の場合は3戸） 

認定低炭素 
認定低炭素住宅 
性能向上計画認定住宅 
を含む戸数です 

審査前に 
事前の申請が 
必要です 

認定低炭
素 

支援室より
連絡があり
ます 

H30.9月末までに 
完成、実績報告を 
提出して下さい 

Ｈ30年 
 3月31日 



①外皮性能  

断熱地域区分の基準値以下      

②一次エネルギー  消費量 

ゼロ・エネ 
 (ゼロ・エネ相当) 

●再生可能エネルギーを除いた数値 

  (ＲＯ)が基準一次エネルギー消費量から 

  20％以上の削減 

●再生可能エネルギーを入れた数値 

  (Ｒ)が基準一次エネルギー消費量から 

  100％以上の削減 

 (ＵＡ値 (平均熱貫流率)&ηＡＣ値(冷房期日射熱取得率))    



要件 

グループ毎の地域型住宅の共通ルールを 
満たした新築住宅 

低炭素建築物新築等計画の認定を受けたもの 

住宅省エネルギー技術者講習会を受講修了者 

低炭素認定申請後かつ採択通知発出日以降に着工 
 （根切り工事又は基礎杭うち工事の着手） 

平成29年度内に事業に着手*、交付申請 
 ・請負 ・・・ 契約書を締結  ・売買 ・・・ 着工 

一戸あたりの  
 補助額 

上限100万 （地域材加算20万 三世代加算 30万） 
         ＊割当の範囲内 

一工務店あたりの  
   上限戸数 

2戸 （三世代同居加算適用 
          の場合は3戸） 

認定低炭素 
ゼロ・エネルギー住宅 
性能向上計画認定住宅 
を含む戸数です 

審査前に 
事前の申請が 
必要です 

Ｈ29年 
 8月29日 

H30.9月末までに 
完成、実績報告を 
提出して下さい 

Ｈ30年 
 3月31日 



①外皮性能  

省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が 
確保されていること      

②一次エネルギー  消費量 

 (ＵＡ値 (平均熱貫流率)&ηＡＣ値(冷房期日射熱取得率))    

省エネ基準に比べて、住宅の一次エネルギー消費量が
マイナス10％以上であること 

10％ 

省エネ法の省エネ基準 低炭素基準 



① 節水に対する機器の設置 

   ＊ 節水トイレ・節水水栓・食器洗浄機等 

② 雨水または雑排水設備の導入 

③ ＨＥＭＳ(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入 

④ 創エネルギー設備や定置型蓄電池の設置 

   ＊ 太陽光発電など再生可能エネルギーを利用した発電設備     

⑤ ヒートアイランド対策の実施 

   ＊敷地や建物屋上、壁面の緑化等 

⑥ 住宅劣化の軽減に資する措置 

   ＊ 劣化対策等級2  

⑥ 木造住宅であること  

⑦ 高炉セメントを利用していること  

 
 
 
 
 



要件 

グループ毎の地域型住宅の共通ルールを満たした 
新築住宅 

性能向上計画認定を受けたもの 

住宅省エネルギー技術者講習会を受講修了者 

性能向上計画認定申請後かつ採択通知発出日以降に
着工 （根切り工事又は基礎杭うち工事の着手） 

平成29年度内に事業に着手*、交付申請 
 ・請負 ・・・ 契約書を締結  ・売買 ・・・ 着工 

一戸あたりの  
 補助額 

上限100万 （地域材加算20万 三世代加算 30万） 
                           ＊割当の範囲内 

一工務店あたりの  
   上限戸数 

2戸 （三世代同居加算適用 
         の場合は3戸） 認定低炭素 

ゼロ・エネルギー住宅 
認定低炭素住宅 
を含む戸数です 

審査前に 
事前の申請が 
必要です 

Ｈ30年 
 8月29日 

H30.9月末までに 
完成、実績報告を 
提出して下さい 

Ｈ30年 
 3月31日 



①外皮性能  

省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が 
確保されていること      

②一次エネルギー  消費量 

 (ＵＡ値 (平均熱貫流率)&ηＡＣ値(冷房期日射熱取得率))    

省エネ基準に比べて、住宅の一次エネルギー消費量が
マイナス10％以上であること 

10％ 

省エネ法の省エネ基準 性能向上認定基準 



1. 共同事業実施規約について 
 前年度までの「合意書」に代わり「共同事業実施規約」
となりました。補助金の還元方法は「補助金受取り後に
現金払い」のみとします。  ※長寿命型、高度省エネ型共通 

2. 補助対象外工事の確認について 
 補助の対象とならない工事が「補助対象工事費」に含ま
れていないことを確認するため、高度省エネ型と同様、長
寿命型及び優良建築物型も内訳書の提出を求めます。 

3. 領収書等の確認について 
 建築主が補助金を受け取るためには、交付申請時の
「補助対象工事費」が建築主から確かに支払われている
ことが必要なため、領収書により確認することとします。 
                          ※長寿命型、高度省エネ型共通 



4. 着手・着工の確認について 
 着工の確認は昨年度まではゼロ・エネルギー住宅だけ
でしたが、長寿命型、認定低炭素住宅、性能向上計画認
定住宅及び優良建築物のすべての物件について着工を
確認することになりました。 
  ※支援室指定の様式【工事着工届】を交付申請時に提出  

5.住宅省エネルギー講習会の修了者について 
 補助事業対象住宅に関わる事業者は、設計者・施工
管理者・大工技能者のいずれか一人が、平成25年度以
降の住宅省エネルギー技術者講習会の修了者である事。 
対象住宅に関わる時点で、省エネ講習を修了している事。 
 



6.施工事業者について 
 ・施工事業者が複数のグループの構成員として所属す
ることは可能ですが、補助金を申請できるグループ数は
1グループとします。 
 ・中規模工務店(年間施工実績300戸以下の事業者)か
申請できる住宅戸数は長寿命型、高度省エネ型それぞ
れ原則1戸とします。 

7.三世代同居対応住宅の要件について  
 調理室、玄関等について一部取扱を明確化します。 
  





【甲】建築主 住所 

氏名 

住所 

氏名 

印 

印 

【乙】     住所 

施工事業者 事業者名 

代表者名 印 

印 

申請代理人として上記の内容を確認しました。 

【丙】        グループの名称 

グループ事務局  事業者名 

   担当者名 

   電話番号 

使用する印鑑は 

工事請負契約書 

(売買契約書)及び 

他の様式と同様の 

もの。 

 実印でも可 









1.交付申請時に、認定通知書及び図書(一式)の写しの 
 添付を原則とします。 
  ・認定通知書・設計内容説明書 
  ・WEB計算結果の出力表 
  ・ WEB計算結果の出力表(一次エネルギー消費量計算  
    結果) 
  ・認定申請書(第一面〜四面) 
  ・技術的審査適合書 
  ・配置図・平面図・立面図・案内図 
 
2.「認定を受ける予定であることの誓約書」の廃止 
  



3.交付申請時に、建築確認申請が取得できない場合は、 
 代替として「建築工事届け」の提出が必要となりました。 
 
4.実績報告時に、検査済証が発行されない場合は、 
 住宅瑕疵担保責任法の保険証(写し) 又は 付保証明書 
 の添付が必要です。 



1.補助対象工事の太陽光発電工事について 
 太陽光発電工事は、普及状況から補助対象工事から
除きます。  ※HEMSは補助対象工事です。 
 ・一次エネルギー消費量計算には算入して下さい。 
 ・余剰買取のみが対象住宅となります。 
   (全量買取は対象外) 
 ・屋根貸しリースは可能ですが、エネルギー計算には 
  算入できません。 
   



2.守るべき外皮平均熱貫流率について申請枠で違いが 
 あります。   





3.ゼロ・エネルギー住宅の性能の変更について 
 外皮基準はＺＥＨの強化基準とする事。かつ、再生可
能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基
準一次エネルギー消費量からの削減率を20％以上削減
することとします。 

4.優先配分について 
 ＢＥＬＳ工務店の割合が高いグループ、外皮平均熱貫
流率のランクアップに該当する住宅を供給する割合が高
いグループに対し優先配分を行う。 



5.補助金額の変更について 
 一戸あたりの上限金額は、平成27・28年度の2年間の
地域型住宅グリーン化事業ゼロ・エネルギー住宅の補助
金活用実績が 
 ・4戸以上の場合は1戸あたり 150 万円 
 ・4戸未満の場合は1戸あたり 165 万円 

6.【検査済証】の提出 
 建設地 都市計画区域内 →確認申請→検査済証 
 建設地 都市計画区域外 →住宅瑕疵担保責任法の 
                    保険証(写し) 又は 
                    付保証明書の添付  
      



・.BELS評価書・申請書については全ての写しを添付して 

 下さい。 
・補足資料のカタログ類には、設備毎にインデックスを付  
 けて下さい。 

  ※インデックスのない申請はカタログ再提出を求め、 
    到着後の受付とします。 
・申請時の補足資料で、断熱材、玄関サッシ、窓サッシ類 

 のカタログ添付がない場合、それらのカタログ資料を添 
 付下さい。 
  ※使用設備の性能等がわかる様に、型番、性能に 
    マーキングを必ずお願いします。 

 





以下の(1)〜(4)全ての条件を満たす施工事業者 
 
(1). 自社建設の住宅について、ＢＥＬＳ表示の取得経験 
   があること 
 
(2). 2020年までに、自社で建設する全住宅のうちＢＥＬＳ 
   を表示することを目標に掲げること 
 
(3). 毎年度、自社で建設する全住宅のうちＢＥＬＳ表示を 
   行った物件の割合を報告すること 
   ※補助金申請の有無に関わらず、グループに所属するＢＥＬＳ 
     すべての工務店が対象    
 

(4). 国土交通省が行うＢＥＬＳ普及の取組に協力すること      



◆実績報告時の検査等において、補助対象条件を満た
していないことが判明した場合、補助金は交付されませ
ん。また、補助金交付後において、条件を満たしていない
ことが判明した場合、補助金は返還して頂きます。 

◆補助期間終了後、本事業の取り組みに関する調査・評
価のために、アンケートやヒアリング等に協力して頂くこと
があります。 

◆事業の進捗状況により、既配分額の調整を行います。 

◆実績報告は完成後おおむね一か月程度で提出して下
さい。最終提出期限がH30年10月末の予定です。 
H30年9月末までに完成、センターへの実績報告書類も 
9月末までに提出して下さい。 



(1). 申請者(事業者)、建築主(買主)ともに工事請負契約書 

  (売買契約書)と共同事業実施規約(様式2-1、様式9-1) 
  及び他の様式等で使用する印鑑は同じものを使用する。 
  ＊共同事業実施規約は実印でもよい 

 
(2). 地名地番と住居表示は違います。 
   建設予定地  
     (交付時) 確認申請等で使用する地名地番 

     (実績時) 検査済証に記載されている地名地番 
 

(2). 「建築主氏名」「地域材」「地名地番」は全て同一に 

   記入して下さい。 



○工事請負契約書 



対象住宅に使用する木材が 
 ①グループで定めた認証制度等によるものかつ 
 ②グループ構成員により供給されるものです。 

地域材の産地 認証制度等の名称 

香川県 香川県産木材認証制度 

愛媛県 中予地域材認証制度 

徳島県 徳島県木材認証制度 

高知県 高知の木の住まいづくり助成制度 

全国 合法木材証明制度 

国外 合法木材証明制度 



○ 

合法木材証明制度の場合 

実績報告時に「使用する地域材の内容が確認できる書類」 
として提出が必要な書類 

 合法木材 
供給事業者 
 認定書 

 合法木材 
供給事業者 
 認定書 

 合法木材 
供給事業者 
 認定書 

 合法木材 
供給事業者 
 認定書 

○グループ構成員(必須) 

















合法木材 
証明書を 
兼ねています。 

納品書に必要事項が記入されていれば納品書の提出のみでかまいません。 









調理室 

以下の①〜③をいずれも設置していること 

①給排水設備と接続されたキッチン用水栓及びキッチン用 

  シンク  ※洗面器、手洗い器は不可 

②コンロ又はＩＨクッキングヒーター 

③キッチン用換気設備 

・部屋でなくてもよい 

・コンロ等「設置スペース」は、シンク上面と同提訴の高さに  

固定された平らな面とする 

・換気設備は建築基準法で定める換気量がある事 

・ＩＨの場合も換気設備を設置し、150ｍ3/ｈ程度以上の換気

があること 

対象住宅に 調理室、浴室、便所又は玄関の内 
         いずれか2つ以上を複数箇所設置する 
 ＊間取り等について補足説明を求め、三世代同居住宅と認められない場合もあります 

  



浴室 

給排水設備及び給湯器に接続された

浴室又はシャワーがあり、防水の設

備がされていること 

3点ユニット、シャワーユニッ

トでもよい 

ただし、浴室が二つある場

合、脱衣所が同一の場合は

1箇所とする 便所 大便器があること ※小便器のみは不可 

玄関 

・玄関ホールがある事(玄関扉と室内土間がある事) 

・勝手口(調理室、車庫等に直接出入りするためのもの)や外側から

施錠できない出入口(窓等)は対象外 

・隣接する道路からのアクセスが困難なものは不可 

・玄関扉の幅(寸法枠)は、原則として開き戸の場合800ｍｍ以上、 

引き違い戸の場合は1600ｍｍ以上とする 

・玄関扉が複数設置されている場合でも、内部の土間が同一である

場合は、原則として1箇所とする 



実績報
告の期
限は 

実績報告の 
期限は10月 
を予定して 
います 

交付① 交付②  交付③  交付④  交付⑤ 交付⑥ 交付⑦ 
 

実績① 実績②  実績③  実績④ 

平成30年4月以降の 
交付申請受付期間はありません 

平成30年4月以降の
受付期間は決定 
次第公表します 

計画変更①   計画変更 ②   計画変更③ 

10月中旬    12月中旬      2月下旬 



申込み 

工務店 センター（事務局） 

申込み受付 

物件番号発行 

メール 

物件番号受取 

  

交付受付 
 

メール 

【交付申請書類作成】 

(申請書類は事前に事務局にメー
ルを送信し、チェックをうける) 

  

補助金支払い 

交付決定 

工事完了 

【実績報告】 

(申請書類は事前に事務局にメールを
送信し、チェックをうける) 

  

通知の受取り 

書類審査 

送付 

送付 

補助額確定 

審査・完了検査 

申請手続きフロー図 
 

送付 

【交付申請受付】 

(申請書類は事務局で書類確認、
各期締切日までに事務局で一

括して提出) 

  

支援室 

送付 

交付決定通知受理 

送付 

実績報告受付 

【実績報告受理】 

(申請書類は事務局で書類確認、 

各期締切日までに事務局で 

一括して提出) 

  

送付 送付 

補助金額確定通知受理 

 ゼロ・エネ住宅 
書類の不備が無い 
ことを確認後に着工 

長期優良住宅 
認定低炭素住宅 
性能向上認定住宅 
認定申請後に着工 



■ 長寿命型、高度省エネ型の質疑審査は、事務局担当者と 
  長寿命型実施支援室間、高度省エネ支援室間で行います。 
  

長寿命型実施支援室 
高度省エネ支援室 

事業者控え 

事務局控え 

3部作成   

事務局へ2部提出   

事業所  

支援室への提出書類 

  

   

交付申請書類 
実績報告書類 
各2部を事務局へ 
提出して下さい 



香川県を 

クリック 

 

９月以降に 
香川県内で開催 

 
施工 4回 
設計 4回 
実施予定 

 
半日講習・一日講習 

選択可能 
 

申請する施工業者に 
必ず一人は受講者が 
所属していること 

 
インターネット 
またはFAXで 

お申込みください 



※ゼロ・エネルギー住宅に関しては10月2日以降、随時受付けております。 





こちらより 
  お入り下さい 


